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「私立高等学校等学び直し支援補助金に係る事務処理について【第５版】」の作成について 

（通知） 

 このことについて、別添のとおり「私立高等学校等学び直し支援補助金に係る事務処理について」

を改正し、令和２年度分の補助金から適用することとしましたので、今後の事務処理に遺漏のないよ

うご留意願います。 

なお、改正の概要は下記のとおりです。 

記 

１ 主な改正内容 

(1) 支給対象期間の変更 

    支給対象期間を 24月未満から 12月未満（定時制又は通信制の場合は 24月未満）に変更 

する。 

(2)  支給対象単位の条件追加 

ア  再入学した単位制高等学校等の卒業に必要な単位として認定を受けた単位数及び就学 

支援金の支給対象単位数と合算して 74単位までを対象とする。 

     イ 同一年度における就学支援金と当該補助金の支給対象単位を合算して年間 30単位まで 

を対象とする。 

(3)  支給額の見直し 

     支給限度額に加算額を合計した額が支給される世帯の年収が 590万円未満まで拡大。 

(4)  令和２年７月支給分以降の所得の確認方法変更 

    令和２年７月支給分以降の所得の確認方法を、市町村民税の課税標準額×６％－市町村民税の 

調整控除の額に変更する。 

２ 経過措置について 

  １の（1）及び（2）について、令和元年７月分以降に令和２年６月分までの受給資格認定を本事

務処理施行日以前までに受けている生徒は令和２年７月から適用する。 
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